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第１章 新エネルギービジョン改定の背景と目的 

 
１ 新エネルギー導入の意義 

 

新エネルギーは、現時点においては、経済性や出力の不安定性といった課題がある

ものの、二酸化炭素（CO2）の排出が少ないことなど環境へ与える負荷が小さく、資

源制約が少ないエネルギーであり、我が国の高い石油依存度を低下させる石油代替エ

ネルギーでもあります。このため、新エネルギーは、資源の乏しい我が国のエネルギ

ーの安定供給の確保、CO2等温室効果ガスの排出量削減など地球環境問題への対応、

さらに新エネルギー導入による新規産業・雇用の創出への貢献など様々な意義を有し

ています。 

国では、次の事項を新エネルギー導入の意義としてあげています。 

 

 

○エネルギー安定供給の確保に資する石油代替エネルギー 

 ・資源制約が少なく安定供給の確保に資する 

 ・石油依存度の低下に資する石油代替エネルギー 

○環境に与える負荷が小さいクリーンエネルギー 

 ・化石エネルギーと比較して環境負荷が相対的に低いクリーンエネルギー

（供給サイドの新エネルギー） 

 ・エネルギー効率が高い場合には、使用する化石エネルギーの低減が可能

（需要サイドの新エネルギー） 

○新規産業・雇用創出への寄与 

 ・新技術や商品の開発過程においても新規市場や雇用の創出に資する潜在

性の高い分野 

 ・我が国企業競争力強化にも寄与 

○分散型エネルギーシステムとしての利点 

 ・防災対応等の緊急時に既存の系統電力に依存しない自立型エネルギーシ

ステムとしての活用が可能 

 ・需要地と近接して設置可能であり、送電時等におけるエネルギー損失の

低減が可能 

○電力の負荷平準化（ピークカット効果）への寄与の可能性 

 ・夏期昼間時の太陽光発電システム等の運転等は、電力の負荷平準化に資

する可能性がある 

【出典：新エネルギーの導入拡大に向けて（平成16年3月資源エネルギー庁）】 
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２ 新エネルギーの定義 

 
 「新エネルギー」とは、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」では「技

術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもの

で、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義されています。

そのため、実用化段階に達した水力発電や地熱発電、研究開発段階にある波力発電や

海洋温度差発電は、自然エネルギーであっても新エネルギーには指定されていません。 

 この法律で定める新エネルギーは次のとおりです。 

 

   ○ 供給サイドの新エネルギー  

① 太陽光発電  

② 風力発電 

③ 太陽熱利用  

④ 温度差エネルギー  

⑤ 廃棄物発電  

⑥ 廃棄物熱利用  

⑦ 廃棄物燃料製造  

⑧ バイオマス発電（＊） 

⑨ バイオマス熱利用（＊） 

⑩ バイオマス燃料製造（＊）  

⑪ 雪氷熱利用（＊）  

   （＊）は、政令改正（平成14年1月25日公布・施行）により新たに追加。 

 

 ○ 需要サイドの新エネルギー  

① クリーンエネルギー自動車  

② 天然ガスコージェネレーション  

③ 燃料電池 
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３ ビジョンの目的 

 
世界のエネルギー情勢、石油依存度の高い我が国のエネルギー事情や地球温暖化等

環境問題に対応するためには、省エネルギーを徹底し、CO2排出の少ない環境調和型

のエネルギー需給構造を構築していく必要があります。とりわけ、平成9年に地球温

暖化対策として「気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）」で採択された「京

都議定書」に的確に対応するため、平成14年3月に「地球温暖化対策推進大綱」の見

直しが行われ、新エネルギーの導入促進・普及啓発・技術開発などの施策を一層積極

的に推進することが明記されました。 

また、「エネルギー政策基本法」に基づき定められた「エネルギー基本計画」では、

国のエネルギー政策における新エネルギーの位置づけを、エネルギー自給率の向上や

地球温暖化対策に資するほか、分散型エネルギーシステムとしてメリットも期待でき

る貴重なエネルギーであるが、現時点では、出力の不安定性や高コスト等の課題を抱

えていることも事実であり、当面は補完的なエネルギーとして位置づけつつも、安全

の確保に留意しつつ、コスト低減や系統安定化、性能向上等のための技術開発等につ

いて、産学官等関係者が協力して戦略的に取り組むことにより、長期的にはエネルギ

ー源の一翼を担うことをめざし、施策を推進する必要があるとしています。 

新エネルギーは、地域の特性と密接な関係にあるエネルギーであることから、それ

ぞれの地域の特性に応じた導入を図ることが効果的であり、住民、民間企業、市町村、

県等がそれぞれ主体的に取り組むとともに、これら多様な主体が連携・協働して取り

組んでいく必要があります。こうしたことから、国においては、「新エネルギー利用

等の促進に関する特別措置法」に基づく「新エネルギー利用等の促進に関する基本方

針」の中で、地方公共団体が果たすべき役割として、具体的な導入計画を策定して新

エネルギーの計画的な利用等を進めることが必要であるとしています。 

このため、三重県では、現在積極的に取り組んでいる地球温暖化対策と併せて、新

エネルギーの利用等を進めるために、三重県における新エネルギー導入の基本的な方

向を示すとともに、各地域の様々な主体が様々な場面で新エネルギーを効果的に導入

していくための指針となることを目的として、平成12年3月に「三重県新エネルギー

ビジョン」を策定しました。 

三重県ではこのビジョンに基づき、新エネルギーの導入促進に積極的に取り組んで

きたところですが、ビジョン策定時からの新エネルギーを取り巻く状況変化により、

現状とそぐわない点などが出てきました。このため、これらの状況変化に的確に対応

し、新エネルギーへの取組をより一層積極的に推進するため、平成22(2010)年度にお

ける新たな導入目標や導入の基本方向を示すとともに、その中での県の役割を明らか

にすることを目的としてビジョンを改定しました。 
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４ ビジョンの位置づけ 
 

「三重県新エネルギービジョン」は、「県民しあわせプラン」における新エネルギ

ー施策の趣旨に従って策定するものであり、三重県における新エネルギー導入促進の

基本計画となるものです。 

また、新エネルギーの導入は地球温暖化対策の一つでもあり、ビジョンは、三重県

環境基本計画、三重県地球温暖化対策地域推進計画等の他計画の新エネルギー関連施

策とも密接に関連しています。 

 

 

【三重県の計画】 

 

 

 

県民しあわせプラン 

新エネルギー施策 

 

三重県 

新エネルギー

ビジョン 

三重県環境基

本計画 

三重県地球温

暖化対策推進

計画 

【国の法制度等】 

新エネルギー利用

等の促進に関する

特別措置法 ほか 
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５ 新エネルギー政策の動向とビジョン改定の必要性 

 

（１）国における新エネルギー政策の動向 

 

国は平成9年に「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」を制定し、新エネ

ルギーの導入促進を進めてきました。三重県が新エネルギービジョンを策定した以降

における国の主な政策の動向は次のとおりです。 

① 平成13年7月の「長期エネルギー需給見通し」の見直しに基づき、平成14年1月「新

エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」が改正され、バイオマス及び

雪氷のエネルギー利用が「新エネルギー利用等」として位置づけられるとともに、

新エネルギー利用等の種類別の導入目標が改められました。 

② 平成14年6月我が国のエネルギー政策の根幹となる「エネルギー政策基本法」が施

行され、これに基づき、平成15年10月エネルギーの需給に関する施策の長期的、総

合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画「エネ

ルギー基本計画」が定められました。 

③ 平成15年4月「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（通称

ＲＰＳ法）」が施行され、電気事業者に一定割合以上の新エネルギー等電気の利用

が義務づけられました。 

④ 平成16年6月「新エネルギー産業ビジョン」がとりまとめられ、新エネルギーを産

業として捉え、産業政策的な視点から、競争力のある、自立したものとしていくこ

とにより新エネルギーの普及導入を図っていくという新たな方向が示されました。 
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図表１－１ 国の新エネルギー導入目標の変遷 

変更前 変更後 変更前 変更後

供給サイドのエネルギー 需要サイドのエネルギー

太陽光発電
１２２万kｌ

（５００万kW）
１１８万kｌ

（４８２万kW）
クリーンエネルギー自動車 （注４） ３４０万台 ３４８万台

太陽熱利用 ４５０万kｌ ４３９万kｌ 天然ガスコージェネレーション （注５） ４５５万kW ４６４万kW

風力発電
１２万kｌ

（３０万kW）
１３４万kｌ

（３００万kW）
燃料電池 ２２０万kW ２２０万kW

廃棄物燃料製造 １８９万kｌ - (注１)

廃棄物発電
６６２万kｌ

（５００万kW）
５５２万kｌ

（４１７万kW）

廃棄物熱利用 １４万kｌ １４万kｌ

バイオマス燃料製造 - (注２)

バイオマス発電
３４万kｌ

（３３万kW）

バイオマス熱利用 ６７万kｌ

温度差エネルギー ５８万kｌ

雪氷熱利用

黒液・廃材等 （注３） ５９２万kｌ ４９４万kｌ

合計 １，９１０万kｌ １，９１０万kｌ

種 類 種 類

（注５）燃料電池によるものを含む。

（注４）電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車、
メタノール自動車、更にディーゼル代替ＬＰガス自動車を含む。

２０１０年度２０１０年度

５８万kｌ

（注２）バイオマス燃料製造は、バイオマス発電及びバイオマス熱利用の内数。

（注１）廃棄物燃料製造は、廃棄物及び廃棄物熱利用の内数。

（注３）黒液・廃材はバイオマスの１つであり、発電として利用される分を一部含む。

 

出典：特定政策室作成資料 

 

（２）三重県における新エネルギー施策の動向 

 
 三重県では「三重県新エネルギービジョン」に基づき、次のような施策を進めてき

ました。 

① 平成13年4月「公共施設等への新エネルギー導入指針」を策定し、県施設等への新

エネルギー導入を進めてきました。 

② 新エネルギーへの理解を深めるため、住民を対象としたクリーンエネルギーフェ

ア、企業を対象とした新エネルギーセミナー、市町村を対象とした新エネルギー研

修会等を開催してきました。 

③ 太陽光発電については、平成13年度に「三重県住宅用太陽光発電システム普及支

援事業」及び「エコスクール支援事業」を創設し、住宅用太陽光発電の設置に対し

補助を行う市町村や学校施設へ太陽光発電を設置する市町村等への支援を実施して

います。 

④ バイオマスエネルギーについては、平成16年3月「三重県バイオマスエネルギー利

用ビジョン」を策定し、平成22(2010)年度の導入目標を設定しました。 

⑤ 燃料電池については、北勢地域で構造改革特区を活用した燃料電池の研究開発拠

点化に向けた取組を進めています。 
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（３）ビジョン改定の必要性 

 

三重県における新エネルギー導入の基本的な方向を示すものとして、平成12年3月に

「三重県新エネルギービジョン」策定し、積極的に導入を進める新エネルギーを太陽

光発電、風力発電、廃棄物発電、クリーンエネルギー自動車、コージェネレーション、

燃料電池の６種類とし、それぞれに平成22(2010)年度の導入目標を設定しました。こ

れら６種類の新エネルギーの導入目標を原油換算し、その合計22万klを三重県全体の

新エネルギー導入目標としています。 

ビジョン策定後、次にあげたように新エネルギーを取り巻く状況は大きく変化して

きたことから、状況変化に的確に対応するためにはビジョンの改定が必要となりまし

た。 

 

【導入目標について】 

① 平成16年3月「三重県バイオマスエネルギー利用ビジョン」を策定し、平成22（2010）

年度の導入目標を設定したことから、「新エネルギービジョン」における新エネル

ギー導入目標に反映する必要があります。 

② 風力発電の開発意欲が高まり、平成18年度には風力発電の導入実績がビジョンで

設定した平成22(2010)年度の導入目標を超える見込みとなったことから、実績や事

業者等の導入計画をふまえて、目標値を見直す必要があります。 

 

【導入方策について】 

① 「三重県バイオマスエネルギー利用ビジョン」で示した導入方策を反映する必要

があります。 

② 現行ビジョンにおいては、ＲＤＦ発電を廃棄物発電の中核に位置づけていますが、

三重ごみ固形燃料発電所の事故を契機に「ごみゼロ社会」実現に向けた取組が進め

られることとなったため、この方針を反映する必要があります。 

③ 北勢地域で構造改革特区の提案で燃料電池を中心とした取組が進められているな

ど、新エネルギーに対する新たな動向を反映する必要があります。 

④ 国は「新エネルギー産業ビジョン」で、新エネルギー産業育成による導入促進と

いう新たな方向を示したことから、三重県における対応を整理する必要があります。 
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６ 三重県における新エネルギー導入のねらい  

 

 新エネルギー導入の意義、導入の重要性に対する住民の認識の高まり等社会情勢、

三重県の特性などをふまえ、三重県における新エネルギー導入のねらいを次のとおり

とします。 

 

① 環境負荷を低減した持続可能な循環型社会の構築 

三重県の豊かな自然と調和し、環境への負荷が少ない循環型社会をつくり上げる

ために、地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出抑制や、太陽光、風力、バイオマ

スエネルギーなど自然エネルギーの導入促進、省資源、省エネルギーの取組など、

物質とエネルギーの両面からの資源循環の仕組みづくりを進めます。 

 

② 地域におけるエネルギーセキュリティーの向上 

電力や都市ガスのような集中生産ネットワーク供給型のエネルギー供給システ

ムは、震災等の大規模な災害時には広範囲にわたって供給が難しくなることが考え

られます。このため、自立分散型のエネルギー供給システムの整備を進めることは、

災害時におけるエネルギーセキュリティーの向上につながります。また、ほぼ全量

を輸入する石油に大きく依存している現状のエネルギー供給体制は、安定供給とい

う観点から問題があり、地域レベルで石油に依存しないエネルギー供給体制を強化

していくことが望まれています。 

新エネルギーの多くは、石油に依存しないエネルギーであり、地域に分散した自

立型のエネルギーシステムを構成することから、新エネルギーの導入を積極的に進

めることによって、地域におけるエネルギーセキュリティーの向上を図ります。 

 

③ エネルギー問題の解決に向けた地域レベルからの貢献 

石油依存度の高い我が国のエネルギー事情や地球温暖化等の環境問題への対応

等をはじめとするエネルギー問題は、現代の経済活動や社会生活の根幹に関わる重

要な問題であり、その解決のためには、あらゆる主体がそれぞれの役割を積極的に

果たしていくことが不可欠です。 

新エネルギーは、地域レベルでその利用可能性を十分に検討し、行政が率先的に

導入するとともに、地域全体として計画的に利用等を進めることが重要となってい

ます。一方で、住民・事業者レベルからの自発的な取組によって導入を促進してい

かなければ、なかなか普及が進まないのが現状です。 

こうしたことから、住民、事業者、行政の各主体に働きかけ、各主体の協働によ

って新エネルギーの導入促進を図り、エネルギー問題の解決に地域レベルから貢献
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することをめざします。 

 

④ 新エネルギーによる地域経済の活性化 

 新エネルギーは地域の特性と密接な関係にある資源であることから、地域資源を

活用した新エネルギー産業を確立することにより、地域産業や経済の活性化への期

待が高まってきています。そして、地域の新エネルギー産業を後押しするためには、

地域の自治体等が計画的に新エネルギーを導入することが不可欠です。 

  このため、計画的に新エネルギーを導入することにより、新エネルギー産業を地

域産業として育成し、地域におけるエネルギーの地産地消を通じた資源・エネルギ

ー循環システムの実現をめざします。 
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第２章 三重県における新エネルギー導入実績と課題 

 
１ 三重県の新エネルギー資源と導入の課題 

 
 三重県における新エネルギーの種類別の特徴と期待可採量（一定の前提をおくこと

によって採取や導入が現実的に期待される最大限の量）及び導入に当たっての課題を

整理しました。 

なお、期待可採量については、バイオマスエネルギー以外は平成12年3月に策定した

新エネルギービジョンで示した値です。 

 

（１）太陽光発電 

 

《資源の状況》 

① 期待可採量：46億1,800万kWh 

② 三重県は比較的日照条件に恵まれていることと、太陽光発電は太陽電池パネルが

設置できればほとんどの施設には導入が可能であることから、全県的に積極的な利

用が期待されます。 

③ 三重県の持家比率の高いことは、住宅用の普及にはプラスであると考えられます。

また、面積の大きい工場・倉庫等の屋上及び壁面の活用も期待されます。 

 

《導入の課題》 

① 経済性が太陽光発電導入の最大の障壁となっています。しかし、設備の設置コス

トは年々低下してきており、住宅用太陽光発電については普及拡大に伴って、近い

将来に助成を必要としない価格までコスト低下する可能性があります。 

 

（２）太陽熱利用 

 

《資源の状況》 

① 期待可採量：14兆8,930億kcal（62,342TJ） 

② 三重県は比較的日照条件に恵まれていることと、太陽熱利用は集熱器が設置でき

ればほとんどの施設には導入が可能であることから、全県的に積極的な利用が期待

されます。 

③ 三重県の持家比率の高いことは、住宅用の普及にはプラスであると考えられます。 
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《導入の課題》 

① 国内では最も導入の進んでいる新エネルギーの一つですが、近年減少傾向にあり

ます。 

② 今後、太陽光発電の導入が進むとともに、熱と電気の両方を供給する家庭用燃料

電池が普及すると、それらとの競合が予想されます。 

 

（３）風力発電 

 

《資源の状況》 

① 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の全国風況マップか

らの分析では、県全体のおおむね1/3の地域で風況がよいと見込まれます。 

② 青山高原や伊勢志摩地域などは風力発電の適地として、民間企業が比較的規模の

大きなウインドファームを前提とした風況調査を実施している事例が複数みられま

す。 

③ 傾斜地や道路・送電線のない地域、及び市街地や自然公園・港湾等の規制地域を

除外すると適地はかなり制限されます。 

 

《導入の課題》 

① 三重県では、風力発電適地の多くが国立・国定公園や保安林等に指定されており、

大規模風力発電の適地の確保が難しい状況にあります。 

 

（４）バイオマスエネルギー 

 

《資源の状況》 

① 期待可採量：2,743TJ 

② 三重県のバイオマスエネルギー利用可能量（実際にエネルギー利用が可能な量）

で、県内全世帯のうち電力で約10％、熱量で約7％の世帯のエネルギーが賄え、エネ

ルギー源として非常に高いポテンシャルを有しています。 

③ 利用可能エネルギー量のうち、約半分が未利用バイオマスである林地残材であり、

林地残材の利用を図ることが鍵となります。 

④ 廃棄物系バイオマスでも製材廃材や建設廃木材などの木質バイオマスの利用可能

量が多いという特徴があります。 

 

《導入の課題》 

① バイオマスエネルギーのコストは、収集・運搬コストが高いこと等から、現時点



12 

では国の助成制度を利用しても採算が合わない場合が多いため、コストを縮減する

取組、エネルギー効率を高める技術の開発などにより、採算性を高める必要があり

ます。 

② 廃棄物系バイオマスの利用に当たっては、廃棄物処理等に関する法律に基づく規

制をクリアする必要があり、コストアップの一因となっています。 

③ 三重県で利用可能エネルギー量の約半分を占める林地残材は、エネルギー利用の

実績がほとんどないため、安定供給のためのシステム作りから取り組む必要があり

ます。 

④ バイオマスエネルギー利用の実績があまりないことから、モデルとなる取組を進

め、そのノウハウを他地域へ移転するなどの取組を進める必要があります。 

 

（５）コージェネレーション 

 

《資源の状況》 

① 三重県では北勢地域を中心に製造業が盛んなため、既に製造業を中心にコージェ

ネレーションが普及している状況です。 

② 今後、熱需要の多いホテル、旅館、病院、福祉施設などの民生分野での導入や平

成15年に販売が開始された家庭用コージェネレーションの普及が期待されます。 

 

《導入の課題》 

① 三重県は都市ガスの利用が少ないことから、天然ガスコージェネレーションの普

及には、都市ガス供給網の整備が必要です。 

 

（６）燃料電池 

 

《資源の状況》 

① 四日市の石油化学コンビナートや鈴鹿市では、石油精製過程で副生水素が発生し

ていることや、燃料電池関連技術が集積していること等から、燃料電池導入のポテ

ンシャルが高いと考えられます。 

 

《導入の課題》 

① 実用化に向けた低コスト化、耐久性の向上など今後の技術開発の進展が普及の鍵

となっています。 

② 家庭用の普及には、電気事業法等の規制を緩和する必要があります。 
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（７）クリーンエネルギー自動車 

 

《資源の状況》 

① 三重県は自動車保有率が高いこと、北勢地域の一部が自動車NOx・PM法の規制地

域に指定されていることから、広く普及が期待されます。 

 

《導入の課題》 

① ハイブリッド自動車以外は走行距離等の性能面と燃料補給インフラ整備が不十分

です。 

 

（８）廃棄物エネルギー 

 

《資源の状況》 

① 期待可採量：2兆2,310億kcal（9,339TJ） 

② 三重県は中小都市が散在しており、収集コスト等を考慮するとごみの集中処理に

は不利となる場合が多い状況です。 

③ 三重ごみ固形燃料発電所を中心としたＲＤＦ化システムは、26市町村（合併前）

での体制が整ったことから現体制での実行の段階となっています。 

 

《導入の課題》 

① ごみゼロ社会の構築に向けた取組を行い、廃棄物の排出抑制、再利用、マテリア

ルリサイクルに努めた上で、排出された廃棄物については、その適正な処理の一つ

としてエネルギー利用を促進する必要があります。 

 

（９）河川・海水温度差エネルギー 

 

《資源の状況》 

① 期待可採量：30兆9,150億kcal（129,410TJ） 

② 三重県の場合、期待可採量としては非常に多いですが、取水地点と熱利用の地点

が近接していないと経済的に難しいなど厳しい条件があります。 

 

《導入の課題》 

① 三重県では導入の実績がありませんが、今後大規模都市開発プロジェクトの策定

時等に導入可能性を検討する必要があります。 
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（10）下水温度差エネルギー 

 

《資源の状況》 

① 期待可採量：410億kcal（172TJ） 

② 三重県では下水道の普及が低く処理量も少ないことから、現時点での採用は難し

い状況です。 

 

《導入の課題》 

① 三重県では導入の実績がありませんが、将来的に下水道が普及する中で可能性を

検討する必要があります。 
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２ 新エネルギーの導入実績 

 
（１）平成15年度末における導入実績 

 

 ここでは、平成12年3月に策定した「三重県新エネルギービジョン」で、平成22(2010)

年度の導入目標を設定した太陽光発電、風力発電、廃棄物発電、クリーンエネルギー

自動車、コージェネレーション、燃料電池のほか、平成16年3月に利用ビジョンを策定

したバイオマスエネルギーについて、三重県における導入実績を整理します。 

 

図表２－１ 三重県における新エネルギー導入の目標と実績 

太陽光発電 1,046 ｋW 11,457 ｋW 75,000 ｋW

（ 256 ｋｌ） （2,807 ｋｌ） （18,378 ｋｌ）

風力発電 3,000 ｋW 18,000 ｋW 27,000 ｋW

（1,202 ｋｌ） （7,211 ｋｌ） （10,816 ｋｌ）

コージェネレーション 186,438 ｋW 297,519 ｋW 314,000 ｋW

（60,998 ｋｌ） （97,037 ｋｌ） （109,964 ｋｌ）

うち燃料電池 1,000 ｋW 301 ｋW 50,000 ｋW

（ 478 ｋｌ） （ 144 ｋｌ） （23,900 ｋｌ）

378 台 2,150 台 22,000 台

（ 226 ｋｌ） （1,290 ｋｌ） （13,200 ｋｌ）

廃棄物発電 30,000 ｋW 30,580 ｋW 54,000 ｋW

（39,697 ｋｌ） （40,464 ｋｌ） （71,455 ｋｌ）

従来型一次エネルギーの
削減量合計（原油換算）

102,379 ｋｌ 148,809 ｋｌ 223,000 ｋｌ

クリーンエネルギー
自動車

新エネビジョン
策定時

平成11（1999）年度末

実績

平成15（2003）年度末

新エネビジョン
導入目標

平成22（2010）年度末

 

                 出典:特定政策室資料 

 

 

① 太陽光発電 

 平成15年度末の導入量が11,457kWとなり、平成11年度実績1,046kWの10.95倍と最

も高い伸び率となりました。この背景には、太陽光発電システム導入価格が低下し

個人レベルでも取り組みやすくなってきていること、国の補助事業や県と市町村が

協働で実施している住宅用太陽光発電に対する補助事業の実施があげられます。 
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⑤ 燃料電池 

  平成11年度の導入実績は、MCFC発電システム技術研究組合の実験機です。平成15

年度の導入実績も、MCFC発電システム技術研究組合の実験機及び三重県の補助を受

けた実証試験機によるもので、現在まで商用実用機の導入実績はありません。 

 

⑥ クリーンエネルギー自動車 

 平成15年度末の導入実績は2,150台で、平成11年度実績378台からあまり導入が伸

びていない状況にあります。導入されたクリーンエネルギー自動車の中で最も多い

のはハイブリッド自動車で2,108台となっています。そのほか、天然ガス自動車が35

台、電気自動車が7台となっています。天然ガスのスタンドは、商用施設として四日

市市と鈴鹿市に計２カ所が設置されました。 

  この背景としては、クリーンエネルギー自動車は一般車に比べ価格が高いこと、

燃料供給施設等のインフラ整備が十分でないことがあげられます。 

 

⑦ 廃棄物発電 

  平成11年度実績は、製紙工場における黒液を利用した発電のみですが、この施設

は改修されて平成15年度現在の出力は23,000kWとなっています。このほか、津市、

亀山市、鈴鹿市のごみ焼却施設、廃棄物処理センターガス化溶融炉で発電施設が設

置されました。平成14年度にはＲＤＦを利用した県の三重固形ごみ発電所が運転を

開始しましたが、平成15年8月の事故により運転を休止したため、平成15年度末の実

績から除外しました。この結果、平成15年末の導入実績は30,580kWとなっています。 

 なお、三重固形ごみ発電所は平成16年9月に運転を再開したことから、平成16年度

末の廃棄物発電の導入実績は42,630kWとなる見込みです。 

 

 

（２）三重県で実施した新エネルギー導入方策とその実績 

 
 三重県では、平成12年3月に策定した「三重県新エネルギービジョン」に基づき、次

の施策を進めてきました。 

 

① 県施設等への率先導入 

平成13年4月「公共施設等への新エネルギー導入指針」を策定し、県施設等への新

エネルギー導入を進めてきました。その結果、平成15年度末の導入実績は、太陽光

発電が671kW、クリーンエネルギー自動車が23台（電気自動車2台、ハイブリッド自

動車21台）となりました。 
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設しました。 

この結果、平成15年度末で8台の天然ガス自動車が導入されました。 

 

⑤ バイオマスエネルギー利用ビジョンの策定 

バイオマスエネルギーの積極的な導入を促進するため、平成16年3月「三重県バイ

オマスエネルギー利用ビジョン」を策定し、県内の各種バイオマス資源の把握、と

その効率的なエネルギー利用の方向、平成22(2010)年度の導入目標、利用普及の戦

略を明らかにしました。 

 

⑥ 新エネルギー普及啓発活動の実施 

新エネルギーの導入を進めるためには、新エネルギーに対する住民、事業者、市

町村の理解が不可欠です。このため、平成13年度から住民を対象としたクリーンエ

ネルギーフェア、市町村を対象とした新エネルギー研修会を開催し、平成15年度か

らは企業を対象とした新エネルギーセミナー、小学校高学年を対象とした新エネル

ギー教室を開催するなど、普及啓発活動を実施してきました。 

県内の市町村における新エネルギービジョンの策定状況は、平成12年度に尾鷲市、

平成13年度に久居市、飯南町、大山田村、平成15年度に飯高町、海山町、平成16年

度に鈴鹿市の計7市町村となる見込みです。 

そのほか、平成14年度には宮川村と森林組合おわせがバイオマスエネルギー利用

のＦＳ調査を実施し、平成16年度には飯高町が木質バイオマスのガス化発電のＦＳ

調査、海山町が木質バイオマスの利用を中心とした詳細ビジョン策定に取り組んで

います。 
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第３章 新たな新エネルギー導入目標 

 

１ 新エネルギー種類別の技術開発と産業の動向 

 
 平成12年3月に策定した「三重県新エネルギービジョン」で、平成22(2010)年度の

導入目標を設定した太陽光発電、風力発電、コージェネレーション、燃料電池、クリ

ーンエネルギー自動車、廃棄物発電のほか、平成16年3月に利用ビジョンを策定したバ

イオマスエネルギーについて動向を概観します。 

 

（１）太陽光発電の動向 

 

① 我が国では、昭和49年度以降平成12年までサンシャイン計画により、太陽光発電

の実用化のための技術開発が実施され、世界的にトップクラスの変換効率を達成す

る等多くの成果をあげています。平成14年度における太陽電池の生産量は世界一で、

全世界の生産量の約45％を占めています。 

② 我が国の導入量は平成7年頃から急増し、平成11年度に米国を抜いてから世界一を

継続しており、平成14年度末で63.7万kWと世界の導入量の約半分を占めています。 

③ 導入先別にみると、住宅向けが全体の７割を占めており、これまでの太陽光発電

システムの導入量増加は、住宅用太陽光発電システムの増加によるところが大です。 

④ 住宅用太陽光発電システムの発電コストは、１kWhあたり平成5年度260円であった

ものが、平成11年度には65円、平成14年度には49円と導入量の増加に伴い減少して

きていますが、まだ家庭用電力料金の２～３倍と割高です。 

⑤ 太陽光発電システムの開発の方向としては、「効率の向上」や「低コスト化」が

中心ですが、この中でも今後の普及の鍵となるのが低コスト化の実現です。低コス

ト化については、短期的には製造コスト140円/W以下、中期的には100円/W以下をめ

ざした開発が進められており、平成22年度には住宅用太陽光発電システムの価格は

１kWあたり30万円程度で、発電コストは１kWhあたり25円程度になると見込まれてい

ます。 

 

（２）風力発電の動向 

 

① 国内への導入量は平成9年度以降急増し、平成15年度末で68万kW（735基）まで導

入が拡大しており、世界第８位となっています。 

② 風力発電の設置主体別にみると、平成10年頃までは電力会社や、自治体での第３

セクターによる導入が主でしたが、平成10年以降は民間による導入が顕著であり、
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大規模なウインドファームなどが増加している状況です。 

③ 風力発電の発電単価は、設置補助を含めた大型機の場合でも7～11円/kWh程度であ

り、自由競争下では他の火力発電等と競争することは難しい状況です。 

④ 風力発電の技術的な動向としては、「大型化」「洋上風力の展開」があげられま

す。風力大型化の動向としては、平成10年頃までは、450～750kWクラスが主流でし

たが、平成12年頃からは1,000kW級のものが主流となり、現在は2,000kW級のものが

主流となりつつある状況です。さらに2,000kWを超える機器の開発も行われている状

況です。 

⑤ 洋上発電の動向としては、デンマーク、オランダ、イギリス、スウェーデンなど

で大規模な洋上風力発電が推進されています。日本でも山形県酒田港、北海道瀬棚

港で港湾内での設置事例が出てきています。 

 

（３）バイオマス発電・バイオマス熱利用の動向 

 

① 我が国ではバイオマスエネルギーが新エネルギーに位置づけられたのは、平成14

年であり、バイオマスエネルギーへの本格的な取組は始まったばかりです。現在、

我が国のバイオマスエネルギーの利用は、木屑やバガス（サトウキビの絞りかす）、

下水汚泥の焼却によるエネルギー利用が主であり、欧米主要国と比べあまり進んで

いない状況です。 

② 地球温暖化対策や循環型社会の構築などへの関心の高まりから、再生可能、カー

ボンニュートラル、膨大な資源量、資源の多様性というバイオマスの特徴に注目が

集まっており、今後大きく発展する可能性を秘めています。 

③ バイオマスのエネルギー利用は、一般的にコストが高く経済性に見合わない場合

がほとんどです。これは、バイオマスの発生分布が広く薄い上に容積あたりのエネ

ルギー密度が低いため、収集・運搬の負担が大きいことや、小規模分散型の設備に

なりがちでスケールメリットによる高効率化、低コスト化が困難なことのほか、エ

ネルギー抽出後の残渣処理に費用がかかることがあげられます。 

また、廃材を燃料とした発電のように事業性が高いと目されるものについても、

コスト構造をたどれば、逆有償による取引（廃棄物処理費用）が重要なポイントと

なっており、廃棄物処理費用低減効果、二酸化炭素排出削減効果、副産物による収

入増効果など、総合的に経済性を追求していくことが必要です。 

そのほか、地域のバイオマス特性に応じたエネルギー利用方法及び残さの有効活

用方法に関する技術開発・検証についても、今後の課題になっています。 

④ 我が国は欧州と比べて地域熱供給などの熱需要が相対的に少なく、むしろ高効率

発電利用が求められています。 



22 

主な利用技術としては、製材廃材や間伐材などの木質バイオマスを燃料として発

電する方法（直接燃焼）、家畜ふん尿や生ゴミなどをメタン発酵させ発電や燃料電

池の燃料として利用する方法、廃食油をＢＤＦとして自動車の燃料に利用する方法、

木質バイオマスを糖化・発酵させエタノール等の液体燃料（アルコール）を製造す

る方法などがあります。 

しかし、比較的小規模でも発電効率の高いガス化発電技術や石炭混焼技術、ある

いはバイオマスの液体燃料化などの技術開発・実証は今後の課題となっています。 

 

（４）コージェネレーションの動向 

 

① 日本において導入されたガスタービン、ガスエンジン及びディーゼルエンジンに

よるコージェネレーションは、平成14年度末で民生用2,915件、発電容量142.9万kW、

産業用1,600件、発電容量507.4万kW、合計4,515件、発電容量650.4万kWとなってい

ます。この値は日本の電力用発電設備容量2億6,612万kWの2.4％を占めています。 

② このうち天然ガスコージェネレーションの平成14年度での設備容量は215万kWと

なっています。 

③ 電力の卸売・小売自由化が実現したことから、有力な分散型電源の一つとして、

産業用の大規模なものから家庭用の極小規模のものまでパッケージ化され、メンテ

ナンス性に優れた製品がラインアップされてきています。 

平成15年には家庭用ガスコージェネレーションが開発され、販売が開始されまし

た。 

④ コージェネレーションは、産業用だけでなく民生用でも導入が進んできており、

ホテルや病院、店舗、事務所をはじめ、主に空調負荷・給湯負荷などの熱需要の多

い施設に導入され、その件数は平成14年度末現在、2,915件にものぼっています。 

⑤ 今後の普及を一層促進するためには、熱利用効率と発電効率を高めることが重要

です。 

また、マイクロガスタービンなどの小型分散型電源は、機器性能の向上とともに、

耐久性や安全性の実証が必要です。 

 

（５）燃料電池の動向 

 

① 燃料電池は、従来の内燃機関等に比べて効率が高く、静粛性に優れるほか、大気

汚染の原因となるNOx、SOx、粒子状物質（PM）等の排出量が少ないという特徴を有

していることから、将来、自動車エンジンに替わる可能性を有するとともに、住宅

用等の分散型電源や熱電供給システムとしての利用が期待されているところです。 
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② また、燃料電池は、CO2の排出を大きく低減することが可能な技術であり、近年の

地球温暖化問題の解決に向けた有力なツールとなり得ます。国際的にも、燃料電池

は、大きな可能性を有する次世代エネルギー技術の一つとして注目され、その可能

性に向けて激しい競争が行われているとともに、官民一体となった取組も行われて

います。 

さらに燃料電池は、その技術の関連する分野が多岐にわたり、これまでにない新

しい技術であることから自動車産業、電気機器産業、素材産業等はもとより、エネ

ルギー産業分野も含めて新しい事業の形態が出てくる可能性が高く、新規産業育成

に大いに資するものです。 

③ 平成14年度末現在、50～200kWのりん酸形燃料電池（PAFC）が国内で51台稼働して

おり、累積では209台が設置されています。 

燃料電池にとって重要な信頼性の面でも、連続時間が8,000時間を超えるものや、

通算４万時間以上稼働しているものがあり、技術面では十分に信頼が得られるレベ

ルになっています。 

④ 自動車用や家庭用として期待される固体高分子形燃料電池（PEFC）は、我が国が

特に開発に力を入れており、多くのメーカーが開発に関わっています。 

家庭用コージェネレーションシステムについては、平成17年の販売開始を目標に

技術開発が進められていますが、当面は市場形成期と考えられており、本格的な普

及拡大は平成22年頃からとみられています。 

⑤ 産業用、発電用として期待されている固体酸化物形燃料電池（SOFC）、溶融炭酸

塩形燃料電池（MCFC）は、ナショナルプロジェクトを中心にして、平成22年頃の実

用化をめざして研究開発が進められています。 

⑥ 燃料電池の普及に向けた主な課題としては、コストダウンや長寿命化があげられ

ます。 

 
（６）クリーンエネルギー自動車の動向 

 

① 我が国のクリーンエネルギー自動車の導入台数は、平成14年度で約13万9千台とな

っています。その内訳は、電気自動車1,170台、ハイブリッド自動車91,210台、天然

ガス自動車16,138台、ディーゼル代替ＬＰガス自動車26,489台などとなっています。 

② 燃料電池自動車は平成13年に日本で初めての公道走行試験が行われ、平成14年に

は試験販売が開始されました。首都圏では燃料電池自動車に水素を供給する水素ス

テーションが設置されインフラ実証試験が行われています。 

③ 最近では、政府や地方公共団体における率先的な導入が図られ、クリーンエネル

ギー自動車を使用したレンタカーシステムや、個人による導入も進展しています。 
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  しかし、クリーンエネルギー自動車全体の導入台数は、平成14年度で約13万9千台

と期待の大きさの割にはまだ少ない台数となっています。 

その主な原因は、価格の高さとインフラ整備の遅れにあります。クリーンエネル

ギー自動車の価格は、既存の同型車種に比べて、ハイブリッド車で1.2 ～ 1.3倍、

電気自動車で約2倍と高い上に、充填所や充電スタンド等のインフラの整備も遅れて

います。 

④ 今後は、クリーンエネルギー自動車の車両台数の増加と燃料供給施設の整備の両

方をバランスよく進めることが普及のポイントになります。 

 

（７）廃棄物発電・廃棄物熱利用等の動向 

 

① 国の平成22(2010)年度の廃棄物発電の導入目標は、417万kWで、これは新エネルギ

ー導入目標の29％に相当し、最も期待されるエネルギー源の１つとなっています。 

② 廃棄物発電の発電コストは、他の新エネルギーと比較して経済性に優れ、現在200

～500ｔ/日の処理能力を持った廃棄物処理施設における発電や熱利用が主流となっ

ていますが、最近では大容量の発電設備の導入も増えています。 

また、発電効率の高いスーパーごみ発電の導入も進められています。 

③ 発電を行わない場合でも熱の利用が可能であり、廃棄物処理施設においては、温

水利用も行われています。 

④ 廃棄物発電の平成14年度における導入累計は、146万kW で新エネルギーの中でも

大きな位置を占めています。しかし、全国約1,700ヶ所のごみ焼却施設のうち、発電

設備を保有しているのはわずか250施設程度で、施設数の大多数を占める処理規模

200ｔ/日以下の小規模施設では、ほとんど設置されていない状況です。これは、小

規模施設では経済的メリットが得難いことが大きな理由です。 

⑤ これまで、可燃性の廃棄物の多くは「焼却処理」されてきました。しかし、平成

12年に循環型社会形成推進基本法が制定されるなど、循環型社会への転換が進んで

います。 

循環型社会の基本は、ゴミを減らす、再使用する、再生利用することであり、こ

れらの取組により単純な焼却処理や埋立処分量の削減をめざしていますが、現状の

焼却施設のうち発電ができる施設は少数であることから、今後も、施設更新等にあ

わせた発電設備・熱供給設備の導入が求められています。 

  一方、ごみ減量やマテリアルリサイクルの進展により焼却すべき廃棄物の量・質

が変化することも考えられることから、発電設備等の導入にあたっては、これらの

動向もふまえる必要があります。 
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２ 目標設定の考え方 

 

目標設定の考え方については、基本的に平成12年3月に策定した「三重県新エネル

ギービジョン」と同様としました。 

① 次により新エネルギーの種類ごとの三重県における平成22(2010)年度導入量の推

計を行います。 

・国の平成22(2010)年度における導入見通しの算出方法を参考に推計 

・三重県における導入実績から推計 

・計画や施策の方向性から推計 

② これらの推計値の中から、三重県の現状や特色などを考慮し、最も適切と考えら

れる推計値をその新エネルギーの導入目標とします。 

③ 新エネルギーの種類ごとに設定した導入目標を従来型一次エネルギー（石油、石

炭、天然ガス等）の削減量（原油換算kl）に換算し、これらの総量を三重県におけ

る導入目標とします。 

 

 

３ 導入目標設定の対象とする新エネルギーの種類 

 

県として、施策によりその導入を積極的に進めなければならない新エネルギーを導

入目標設定の対象としました。 

平成14年に国において新エネルギーとしての位置づけが明確になり、三重県におい

ても平成16年3月に「バイオマスエネルギー利用ビジョン」を策定し導入目標を設定

したことから、バイオマス発電、バイオマス熱利用を新たに加え、具体的には次の８

種類としました。 

 

①太陽光発電 

②風力発電 

③バイオマス発電 

④バイオマス熱利用 

⑤コージェネレーション 

⑥燃料電池 

⑦クリーンエネルギー自動車 

⑧廃棄物発電（廃棄物燃料製造を含む） 
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４ 導入目標の設定 

 

（１）新エネルギーの種類ごとの平成22(2010)年度導入量の推計 

 

導入目標を設定する８種類の新エネルギーについて、種類ごとの本県における平成

22(2010)年度導入量の推計を行ったところ、次表のとおりとなりました。 

 

図表３－１ 平成22(2010)年度導入量の推計 

太陽光発電 75,000 ｋW 33,000 ｋW 79,500 ｋW 75,000 ｋW

風力発電 27,000 ｋW 43,000 ｋW 51,600 ｋW 102,000 ｋW

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電 － ｋW － ｋW 4,100 ｋW 6,000 ｋW

ﾊﾞｲｵﾏｽ熱利用 － ｋｌ － ｋｌ 8,500 ｋｌ 19,000 ｋｌ

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 314,000 ｋW 434,000 ｋW 182,000 ｋW 434,000 ｋW

うち燃料電池 50,000 ｋW － ｋW 30,000 ｋW 50,000 ｋW

ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ
自動車

22,000 台 5,100 台 64,000 台 22,000 台

廃棄物発電 54,000 ｋW 42,000 ｋW － ｋW 43,000 ｋW

国の目標値の
考え方に基づく推計

計画や施策の
方向性からの推計

本県における過去の
実績からの推計

平成12年3月策定
ビジョンの導入目標

 

 

【推計の方法】 

① 本県における過去の導入実績からの推計 

  平成11～平成15年度実績から一次近似曲線及び累乗近似曲線を求め、それぞれの

平成22(2010)年度における値の中間値を推計値としました。 

② 国の平成22(2010)年度目標値の考え方に基づく推計 

国が平成22(2010)年度の供給見通しを算出する際の考え方に基づき推計を行い

ました。なお、国の算出方法や根拠となる数値などが不明な場合は、面積等によ

り按分しました。 

③ 計画や施策の方向性からの推計 

  事業者等からの聞き取りなどにより把握した計画や構想をもとに推計を行いま

した。  
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（２）平成22(2010)年度導入目標の設定 

 

図表３－１で示した推計値の中から、三重県の現状や特色などを考慮し、最も適切

と考えられる推計値をその新エネルギーの導入目標としました。 

新エネルギー種類別の検討結果は次のとおりです。 

 

① 太陽光発電 

今後一層の太陽光発電システムの価格低下を想定して、「現行目標値」75,000kW

を引き続き導入目標値としました。 

 

② 風力発電 

事業者からの聞き取り等により把握した実績や計画等に基づく、「計画や施策の方

向性からの推計値」102,000kWを改定目標値をとしました。 

 

③ バイオマス発電 

聞き取り等により把握した計画や構想などをもとに推計した、「計画や施策の方向

性からの推計値」6,000kWを改定目標値としました。 

 

④ バイオマス熱利用 

聞き取り等により把握した計画や構想などをもとに推計した、「計画や施策の方向

性からの推計値」19,000klを改定目標値としました。 

 

⑤ コージェネレーション 

民間主導により導入が進められていることから、「過去の実績からの推計値」

434,000kWを改定目標値としました。 

 

⑥ 燃料電池 

導入実績がわずかですが、機器の開発状況を勘案して、「現行目標値」50,000kW

を引き続き導入目標値としました。 

 

⑦ クリーンエネルギー自動車 

導入実績が伸び悩んでいますが、ハイブリッド車等の開発状況を勘案して、「現行

目標値」22,000台を引き続き導入目標値としました。 
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⑧ 廃棄物発電  

今後当分の間、施設の新設が見込まれないことから、「計画や施策の方向性からの

推計値」43,000kWを改定目標値としました。 

 

以上の検討結果から、導入目標を設定する新エネルギーについて、その種類ごとの

平成22(2010)年度における導入目標を次表のとおりとします。 

 

図表３－２ 平成22(2010)年度導入目標 

太 陽 光 発 電 1 ,0 4 6 ｋ W 1 1 ,4 5 7 ｋ W 7 5 ,0 0 0 ｋ W

（  2 5 6  ｋ ｌ） （ 2 ,8 0 7  ｋ ｌ） (1 8 ,3 7 8  ｋ ｌ）

風 力 発 電 3 ,0 0 0 ｋ W 1 8 ,0 0 0 ｋ W 1 0 2 ,0 0 0 ｋ W

（ 1 ,2 0 2  ｋ ｌ） （ 7 ,2 1 1  ｋ ｌ） (4 5 ,6 9 0  ｋ ｌ）

ﾊ ﾞｲ ｵ ﾏ ｽ発 電 － ｋW 6 0 ｋ W 6 ,0 0 0 ｋ W

－ ｋ ｌ） （  8 4  ｋ ｌ） (7 ,9 0 0  ｋ ｌ）

ﾊ ﾞｲ ｵ ﾏ ｽ熱 利 用

ｺｰ ｼ ﾞｪ ﾈ ﾚ ｰ ｼ ｮﾝ 1 8 6 ,4 3 8 ｋ W 2 9 7 ,5 1 9 ｋ W 4 3 4 ,0 0 0 ｋ W

（ 6 0 ,9 9 8  ｋ ｌ） （ 9 7 ,0 3 7  ｋ ｌ） (1 4 9 ,0 8 4  ｋ ｌ）

う ち 燃 料 電 池 1 ,0 0 0 ｋ W 3 0 1 ｋ W 5 0 ,0 0 0 ｋ W

（  4 7 8  ｋ ｌ） （  1 4 4  ｋ ｌ） (2 3 ,9 0 0  ｋ ｌ）

3 7 8 台 2 ,1 5 0 台 2 2 ,0 0 0 台

（  2 2 6  ｋ ｌ） （ 1 ,2 9 0  ｋ ｌ） (1 3 ,2 0 0  ｋ ｌ）

廃 棄 物 発 電 3 0 ,0 0 0 ｋ W 3 0 ,5 8 0 ｋ W 4 3 ,0 0 0 ｋ W

（ 3 9 ,6 9 7  ｋ ｌ） （ 4 0 ,4 6 4  ｋ ｌ） (5 6 ,8 9 9  ｋ ｌ）

従 来 型 一 次 ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞｰ
の 削 減 量 合 計
（原 油 換 算 ）

1 0 2 ,3 7 9 ｋ ｌ 1 5 8 ,5 9 3 ｋ ｌ 3 1 0 ,0 0 0 ｋ ｌ

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞｰ
自 動 車

平 成 11 (1 9 9 9年 )
度 末 実 績

ｋ ｌ）－

平 成 15 (2 0 0 3 )
年 度 末 実 績

平 成 22 (2 0 1 0 )
年 度 末 導 入 目 標

(1 9 ,0 0 0  ｋ ｌ）ｋ ｌ）（ 9 ,7 0 0  

 

 

 

新エネルギーの種類ごとに設定した導入目標を従来型一次エネルギーの削減量（原

油換算kl）に換算して積み上げた合計削減量を三重県の新エネルギー導入目標としま

す。 

 

 

 

（導入目標） 

平成22(2010)年度までに、原油換算で31万klに相当する量の新エネルギー

を県内に導入することを目標とします。 
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第４章 新たな導入方策 

 

 前章で設定した新エネルギーの導入目標を達成するため、新エネルギー種類別及び

分野別にその導入方策の基本方向とその中での県の役割を明らかにします。 

 

 

１ 新エネルギー種類別の導入方策 

 

（１）太陽光発電 

 

【基本方向】 

① 日照条件に恵まれているという三重県の地域特性を生かし、住宅、事業所、公共

施設（建物、道路上の自発光式道路鋲等）などを対象とし、全県的な導入の促進に

取り組みます。 

② 太陽光発電は、個人レベルでも比較的取り組みやすい新エネルギーであり、認知

度も高いことから、市民活動による「市民共同発電所」の取組が進むよう支援しま

す。 

 

【県の役割】 

① 県は、公共施設等へ率先導入することなどにより住民、事業者、市町村への普及

啓発に取り組むとともに、太陽光発電設置に対する助成措置などにより、住宅、学

校施設や事業所も含めた全県的な導入へと展開していきます。 

② 太陽光発電は価格低下が進み、まだ経済性では課題があるものの、比較的取り組

みやすい新エネルギーとなってきたため、他県では太陽光発電を住民が共同で設置

する「市民共同発電所」が多数取り組まれています。 

このため、このような「市民共同発電所」の取組を促進するため、円滑な運営に

向けた各種情報の提供などの支援を行います。 

 

（２）風力発電 

 

【基本方向】 

① 事業としての採算性が確保されてきたことや青山高原で久居市の先進的な取組が

行われたことなどから、三重県では民間を主体とした風力発電の開発意欲が高まっ

てきています。 

このため、住環境や自然環境との調和に十分留意しつつ、主として民間主導によ
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る導入が進むよう支援します。 

② 風力発電については、小規模な施設はウインドファームのような大規模施設に比

べ比較的有利な条件で設置が可能なことから、市民活動による「市民風車」への取

組が増えつつあります。また、風力発電の適地には面積的に小規模なものがあり、

「市民風車」であれば事業化が可能になる場合があります。 

このため、このような市民活動による「市民風車」の取組が進むよう支援します。 

 

【県の役割】 

① 住環境や自然環境との調和を前提として、事業者が行う各種許認可申請事務等の

簡素化、弾力的な運用などにより民間主導による導入を支援していくとともに、観

光資源やまちづくりの一環としての導入も考えられることから、地域、市町村等が

主体となった取組についても情報提供などの支援をしていきます。 

② 風況条件が整っているが法規制等から風力発電の設置が困難な地域については、

環境との調和を前提として、特区制度の活用等により支援を行います。 

一方、住環境や自然環境への影響が懸念される場合には、風力発電施設の適切な

設置を誘導するため、調整等のあり方について検討を行います。 

③ 市民活動による「市民風車」の取組を促進するため、円滑な運営に向けた各種情

報の提供、風力事業者や大学等と市民風車の連携に向けた調整などを行います。 

 

（３）バイオマス発電・バイオマス熱利用 

 

【基本方向】 

① バイオマスは地域に密着した資源であり、地域ごとに資源の特性が異なることか

ら、各地域で市町村や民間等が主体となって、特性に応じた効率的なバイオマスの

エネルギー利用が進むよう支援します。 

 

【県の役割】 

① 県は、バイオマスエネルギー利用に対する市町村や事業者等の意識を醸成するた

め、情報提供などの普及啓発を推進するとともに、対応窓口の整備、科学技術振興

センター等による技術開発・共同研究などを行いバイオマスのエネルギー利用に取

り組むための推進基盤づくりを進めます。 

② バイオマスエネルギー利用のモデルとなる地域における取組を支援し、必要なノ

ウハウや情報の蓄積等を進めるとともに、これらをもとに他地域へ移転されるよう

普及啓発に取り組みます。 
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（４）コージェネレーション 

 

【基本方向】 

① 産業分野では既に民間主導による普及が進んでいることから、ホテル、旅館、病

院、福祉施設のほか小規模な施設を含めた民生分野での導入が促進されるよう普及

啓発に取り組みます。 

② 省エネルギーの観点から、超高性能なヒートポンプ等エネルギー効率に優れた機

器と組み合わせた導入が促進されるよう普及啓発に取り組みます。 

 

【県の役割】 

① 公立の病院や福祉施設など熱・電気併用施設を中心に導入を図ります。また、エ

ネルギー利用の効率化・省エネルギー化等を図るため、エスコ事業の導入を検討し

ます。 

② 市町村や民間施設への導入を促進するため情報提供など普及啓発に努めます。 

③ 家庭における省エネルギー実現のため、マイクロ・コージェネレーションや高性

能ヒートポンプ等を普及促進するための施策の検討を進めます。 

 

（５）燃料電池 

 

【基本方向】 

① 四日市臨海部工業地帯や鈴鹿を中心とした地域は、燃料電池に関する技術・ノウ

ハウを蓄積しやすい地域であることから、そのポテンシャルを活かして、当地域が

燃料電池に関するモデル地域となるよう、燃料電池関連産業の集積を図るとともに、

その産業集積を活用して家庭や事業所へ燃料電池の導入が促進されるよう普及啓発

に取り組みます。 

 

【県の役割】 

① 地元企業・県内外の大学、試験研究機関等と燃料電池メーカーと協働して実証試

験や普及啓発事業を実施するとともに、特区制度を活用した事業環境の整備等によ

り燃料電池関連産業の集積を図ります。 

② 家庭や事業所へ燃料電池の導入を促進するために普及啓発の方策を検討します。 
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（６）クリーンエネルギー自動車 

 

【基本方向】 

① 公用車へのクリーンエネルギー自動車の導入を進めるとともに、全県的な普及が

進むよう普及啓発に取り組みます。 

 

【県の役割】 

① 県は、公用車にクリーンエネルギー自動車を導入するとともに、市町村等への積

極的な導入を働きかけます。 

② 民間の天然ガス自動車の導入に対して助成するとともに燃料供給インフラ整備の

支援策を検討していきます。 

③ 当面は、特別なインフラ整備を必要とせず、採算性や市場性がほぼ確立されてい

るハイブリッド自動車の導入が有効です。 

このため、ハイブリッド自動車の全県的な普及が進むよう情報提供など普及啓発

に取り組みます。 

④ クリーンエネルギー自動車を利用した「パーク・アンド・ライド」の普及など、

省エネルギーと組み合わせた取組やクリーンエネルギー自動車を優遇する取組など

を検討します。 

 

（７）廃棄物発電 

 

【基本方向】 

① 今後県が進める「ごみゼロ社会」の実現に向けた施策と整合させながら、単純焼

却又は埋立処分されている可燃性廃棄物について、循環型の廃棄物処理の一つとし

て、発電等によるエネルギー利用を図ります。 

 

【県の役割】 

① ごみの持つ熱エネルギーを利用して発電することにより資源循環型社会の構築に

寄与するため、安全の確保を前提として三重ごみ固形燃料発電所の安定的な運転に

努めます。 

② 市町村等が焼却施設の整備等を行う場合に、エネルギー利用の取組を働きかけま

す。 
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２ 新エネルギーの分野別の導入方策 

 

（１）家庭 

 

ア．住宅への新エネルギーの導入 

 

【基本方向】 

① 住宅の屋根等への太陽光発電の設置、家庭用のマイクロ・コージェネレーション

や燃料電池システム等の設置など、家庭用エネルギーの新エネルギーへの転換が促

進されるよう、助成や普及啓発に取り組みます。 

また、省エネルギーの観点から、ヒートポンプ等エネルギー効率に優れた機器と

組み合わせた導入が促進されるよう普及啓発に取り組みます。 

 

【県の役割】 

① 県は、住宅への太陽光発電設置に対する助成措置を行うほか、家庭用のマイクロ

・コージェネレーションや燃料電池等の導入や住宅の省エネルギー化と組み合わせ

た導入を促進するための普及啓発に取り組みます。 

 

イ．自家用車へのクリーンエネルギー自動車導入 

 

【基本方向】 

① 自家用乗用車へのクリーンエネルギー自動車の導入が促進されるよう、普及啓発

に取り組みます。 

 

【県の役割】 

① 当面は、特別なインフラ整備を必要とせず、採算性や市場性がほぼ確立されてい

るハイブリッド自動車の導入が有効です。 

このため、ハイブリッド自動車の全県的な普及が進むよう普及啓発に取り組みま

す。 
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（２）地域・公共 

 

ア．公共施設等への新エネルギーの率先導入 

 

 

【基本方向】 

① 庁舎をはじめ、学校、病院、福祉施設等の公共施設及び公用車等に、それぞれ最

適な新エネルギーを率先的に導入するとともに、エネルギー利用の効率化・省エネ

ルギー化等を図ります。 

 

【県の役割】 

① 県は、公共施設の新設や大改修等を行う際に、その施設の特性にあった新エネル

ギーの導入を図り、既存の施設についても、設置スペースが確保され大きな導入効

果が期待できる場合には、積極的に導入を進めます。 

また、公用車にクリーンエネルギー自動車の導入を進めます。 

② 新エネルギーの導入と合わせ省エネルギーの観点から、エスコ事業の導入を検討

します。 

③ 市町村に対しても、新エネルギーの計画的な導入を促進するため、新エネルギー

ビジョンの策定を働きかけます。 

 

イ．廃棄物処理や下水処理等に伴う新エネルギーの活用 

 

【基本方向】 

① 今後県が進める「ごみゼロ社会」の実現に向けた施策と整合させながら、単純焼

却又は埋立処分されている可燃性廃棄物について、循環型の廃棄物処理の一つとし

て、発電等によるエネルギー利用を図ります。 

② 下水処理等により発生するバイオマスエネルギー等の新エネルギーの有効活用に

取り組みます。 

 

【県の役割】 

① 市町村等が焼却施設の整備等を行う場合に、エネルギー利用の取組を働きかけま

す。 

また、適切な分別により生ゴミなどをバイオマスとしてエネルギー利用するため、

市町村や事業者に対し、バイオマスエネルギーの普及啓発に取り組みます。 

② 将来的に下水道の普及拡大が期待されるため、下水汚泥のバイオマスエネルギー
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利用可能性を検討します。 

 

ウ．非常時の自立エネルギー源としての導入 

 

【基本方向】 

① 震災等の非常時に、電力やガス等の基幹エネルギーシステムが寸断された場合に

備え、防災施設や学校、病院、庁舎等の非常時に拠点となることが想定される施設

に自立分散型の新エネルギーの導入を図ります。 

 

【県の役割】 

① 県は、庁舎、学校、公園、病院等の地域の防災拠点となる施設に、既存エネルギ

ーシステムと組み合わせるなど、新エネルギーの導入を図ります。 

また、市町村や民間の中核施設に対しても、導入を働きかけます。 

 

エ．「まちづくり」における新エネルギーの導入 

 

【基本方向】 

①  計画的に新エネルギーの導入や省エネルギーを進める「まちづくり」など、地域

が一体となった取組が進むよう支援します。 

 

【県の役割】 

① 例えば、地域の住民が共同で燃料電池を導入し、複数の住宅に電気と温水を供給

するといった、地域住民が共同で取り組む新エネルギーの導入や省エネルギー活動

などの取組を支援します。 

② ソーラータウンのような「まちづくり」等での計画的な新エネルギーの導入を促

進するため、市町村に新エネルギービジョンの策定を働きかけます。 

 

（３）産業・業務 

 

ア．業務ビルや商店街等への新エネルギーの導入 

 

【基本方向】 

① 業務ビルの屋上や商店街のアーケード等への太陽光発電の設置、業務ビルへのコ

ージェネレーションや燃料電池システムの導入など、業務用エネルギーの新エネル

ギーへの転換が促進されるよう普及啓発に取り組みます。 
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【県の役割】 

① 県は、住民や事業者の新エネルギーに対する理解を深めるため普及啓発を推進す

るとともに、省エネルギーの取組と一体となった新エネルギーの導入を促進するな

ど、住民や事業者の取組を支援していきます。また、国に対しては、新エネルギー

設備の導入に対する支援制度の維持・拡充を働きかけていきます。 

 

イ．工場等における新エネルギーの導入 

 

【基本方向】 

① 工場等の屋上や屋根への太陽光発電の設置、コージェネレーションや燃料電池シ

ステムの導入等により、産業用エネルギーの新エネルギーへの転換が促進されるよ

う普及啓発に取り組みます。 

 

【県の役割】 

① 県は、事業者や業界団体に対して、関連支援制度等をPRする等の普及啓発により、

工場等へ新エネルギーが導入されるよう働きかけを行います。また、国に対しては、

支援措置の維持・拡充等について働きかけていきます。 

 

ウ．農林畜産業等における新エネルギーの導入 

 

【基本方向】 

① 市町村や民間等が主体となった、地域の特性に応じた効率的なバイオマスのエネ

ルギー利用が進むよう支援します。 

 

【県の役割】 

① 県は、バイオマスエネルギー利用に対する市町村や事業者等の意識を醸成するた

め、普及啓発を推進するとともに、対応窓口の整備、科学技術振興センター等によ

る技術開発・共同研究などを行いバイオマスのエネルギー利用に取り組むための推

進基盤づくりを進めます。 

② バイオマスエネルギー利用のモデルとなる地域における取組を支援し、必要なノ

ウハウや情報の蓄積等を進めるとともに、これらをもとに他地域へ移転されるよう

普及啓発に取り組みます。 
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エ．業務用自動車へのクリーンエネルギー自動車導入 

 

【基本方向】 

① 業務用自動車を、その用途に応じて最適なクリーンエネルギー自動車へと転換が

促進されるよう普及啓発に取り組みます。 

 

【県の役割】 

① 民間の天然ガス自動車の導入に対して助成するとともに燃料供給インフラ整備の

支援策を検討します。 

② 当面は、特別なインフラ整備を必要とせず、採算性や市場性がほぼ確立されてい

るハイブリッド自動車の導入が有効です。 

このため、ハイブリッド自動車の全県的な普及が進むよう普及啓発に取り組みま

す。 

 

オ．新エネルギー産業の育成 

 

【基本方向】 

① 新エネルギーを産業としてとらえ、地域資源を活用して電力や熱等のエネルギー

を供給するビジネスなどが創出されるよう支援します。 

② 県内の企業や大学、研究機関等が持っている技術、ノウハウ、研究成果、人的資

源等を生かし、新エネルギー関連産業の集積を促進します。特に燃料電池について

は、県内産業や地域の特性を活かし、研究開発拠点の形成に取り組みます。 

 

【県の役割】 

① 地域における新エネルギー産業は、地産地消的性格を有していることから、地域

の資源を最大限に活用するとともに、地域の知恵、知見、技術及び人材を生かした

新エネルギービジネスの立ち上げ等への支援を検討します。 

② 新エネルギーに関する技術開発、産業集積を進めるため、企業、大学、研究機関

等の連携を進めるとともに、これらの取組を支援します。 

特に燃料電池については、関連産業を含め集積が進められてきていることから、

これらの取組や研究開発拠点の形成に向けた取組をさらに支援していきます。 

③ 県は、新エネルギー産業育成の観点から、これらの事業者が発生させたエネルギ

ーを率先して購入するなど、支援を検討します。 
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３ 新エネルギーの普及啓発等 

 

ア．普及啓発の推進 

 

【基本方向】 

① 新エネルギーへの関心を喚起し、新エネルギーの特性や導入の必要性、導入の方

法等に関する知識を広く県内に浸透させるために、普及啓発を推進します。 

② 地球温暖化対策や省エネルギーなどの関連施策と連携し、効果的な普及啓発を推

進します。 

 

【県の役割】 

① 地球温暖化対策や省エネルギーなどの関連施策と連携し、住民を対象とした新エ

ネルギー関連のシンポジウムやイベント、説明会等の開催、事業者等を対象とした

新エネルギー関連セミナー等の開催等を行うことにより、新エネルギーに関連する

知識の浸透を図ります。 

② 住民への普及啓発を進めるため、住民と直接接することの多い市町村の新エネル

ギー担当職員等市町村に対し、研修会の開催等により情報提供などの取組を行いま

す。 

③ 市町村において新エネルギービジョン策定が進むよう働きかけます。 

 

イ．新エネルギーを取り入れた環境教育の推進 

 

【基本方向】 

① 新エネルギーの導入を促進するために、地球温暖化対策や省エネルギーなどの関

連施策と連携し、学校や社会教育施設等における新エネルギーを取り入れた環境教

育の促進に取り組みます。 

 

【県の役割】 

① 学校教育において、エネルギーを含む環境問題を各教科、科目や総合的な学習の

時間などで学習できるよう、教職員を対象とした新エネルギーを取り入れた環境教

育を推進するための研修等について検討します。 

② 教材となる太陽光発電設備等の設置を促進するため学校への支援を行います。 

③ 児童生徒を対象とした新エネルギー関連のイベントや施設見学会などを開催しま

す。 

④ ＮＰＯ等と連携して新エネルギーや省エネルギーに関する教室を開催するなどの
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取組を行います。 

 

ウ．住民活動の推進 

 

【基本方向】 

① 住民自らが取り組む、新エネルギー導入促進、新エネルギーを利用した地域づく

りや環境活動などの取組を支援します。 

 

【県の役割】 

① 「市民共同発電所」のような市民活動による取組が進むよう支援します。 

② 新エネルギーを利用したコミュニティ・ビジネスの取組を促進するため、円滑な

起業や運営を支援します。 

 

エ．新エネルギーを活用した企業などのサービス等の優先購入 

 

【基本方向】 

① 新エネルギーを活用した企業などのサービス等を優先購入することによって、新

エネルギーの導入を間接的にも支援します。 

 

【県の役割】 

① 県は、新エネルギーを活用したサービスを例えばグリーン購入と位置づけ優先購

入するなど支援方策の検討を行います。 

 


